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私たちの住む地球は、今、⼤きな環境の危機に直⾯しています。⼈類の活動が地球の環境収容⼒

（プラネタリー・バウンダリー）を超えつつあり、私たち⾃⾝の⽣存基盤である環境や⾃然資源の
安定性を脅かしています。 

 
特に深刻なのが気候変動*問題です。2024年、世界の平均気温は観測史上最⾼を記録し、産業⾰

命以前と⽐べて約1.55℃も上昇しました。私たちの⾝近なところでも、その影響は顕著に現れてい
ます。令和７ （2025）年の夏、東京都⼼では35℃以上の猛暑⽇が年間29⽇を記録し、観測史上最
多となりました。また、突然の豪⾬による浸⽔被害も増加しており、1時間に50mm以上の強い⾬
の発⽣頻度が⻑期的に増加傾向にあります。これらは⼀時的な現象ではなく、今後も続く可能性が
あり、このまま対策を講じなければ、区⺠の⽣活や経済活動にも⼤きな影響が及ぶ恐れがあります。 
 

昨今のこのような状況に対し、国は令和６（2024）年に第六次環境基本計画*を策定しました。
この計画では、気候変動 ・⽣物多様性*の損失 ・汚染という 「三つの危機」に対処し、環境保全を通
じて私たち⼀⼈ひとりの幸せと⽣活の質の向上 （ウェルビーイング*）を⽬指しています。特に2030
年頃までの取組が、遠い未来にまで影響を与えると⾔われており、環境・経済・社会のあらゆる⾯
で重要な転換点となります。 
 

本区では、平成18（2006）年に「すみだ環境基本条例」を制定し、区⺠、事業者、⾏政が⼒を
合わせて環境問題に取り組んできました。令和３ （2021）年には「すみだゼロカーボンシティ2050」
を宣⾔し、脱炭素社会の実現に向けた施策を展開しています。さらに令和７（2025）年には、2035
年の墨⽥区のビジョンを⽰した新たな墨⽥区基本構想を策定し、安全で⼼地よい、持続可能なまち
づくりを進めています。 

 
このような背景を踏まえ、すみだ環境基本条例第7条に基づき、環境の共創に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図り、環境⾯から2035年の墨⽥区のビジョンを実現するために、「第三次す
みだ環境の共創プラン」（以下「本プラン」という。）を策定します。 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

１ プラン策定の背景 

１ 環境の共創は、区⺠及び事業者が環境に関する⼗分な情報を知り、環境に係る施策の決 
定等に参画することを通じ、良好で安全かつ快適な環境のもとで⽣活する権利を実現でき 
るように⾏われなければならない。 
 

２ 環境の共創は、すべての者が環境への負荷を与えていることを認識し、地域のコミュニ 
ティを⽣かしつつ、互いに協働し、配慮し合うことにより進められなければならない。 

【第 3 条 基本理念】 

すみだ環境基本条例（第 3 条 基本理念） 



 

3 

第１章 プラン策定の背景と基本的事項 

第
１
章 

第
３
章 

第
２
章 

第
４
章 

第
５
章 

資
料
編 

 
 

 
 

 
本プランは、墨⽥区の環境基本計画であり、区の環境⾏政の最上位となる計画です。 
「墨⽥区基本構想」及び 「墨⽥区基本計画」における区の将来の姿の実現に向けて、環境の側

⾯から墨⽥区が取り組むべき環境政策の基本的⽅向を定めています。 
また、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づく「墨⽥区地⽅公共団体実⾏計画（区

域施策編）」及び気候変動適応法*第12条に基づく「墨⽥区地域気候変動適応計画」を包含した
計画として位置付けます。 

さらに、本プランの推進に当たっては、SDGs*の達成に向けて、環境・経済・社会をめぐる
様々な課題の解決に資するように取組を実施します。 

２ プランの基本的事項 

すみだ環境の共創プランの位置付け 

 
 

環境基本法、地球温暖化対策の推
進に関する法律、気候変動適応
法、循環型社会形成推進基本法、
⽣物多様性基本法などの国の関
連法令、都の条例 

準拠 

 
 
 

第三次すみだ環境
の共創プラン 

（すみだ環境基本計画） 

 

墨⽥区基本構想 

墨⽥区の環境⾏政の 
基礎となる計画 

配慮 
・連携 国︓環境基本計画、地球温暖化対

策計画、気候変動適応計画、
循環型社会形成推進基本計
画、⽣物多様性国家戦略など 

都︓東京都環境基本計画、ゼロエ
ミッション東京戦略 Beyond
カーボンハーフ、東京都資源
循環・廃棄物処理計画、東京
都⽣物多様性地域戦略など 

墨⽥区地球温暖化対策実⾏計画 
（区域施策編） 

整合 

関連する個別計画 
 墨⽥区都市計画マスタープラン 
 墨⽥区公園マスタープラン 
 墨⽥区住宅マスタープラン 
 墨⽥区景観基本計画・墨⽥区

景観計画 
 墨⽥区観光振興プラン 
 墨⽥区観光まちづくり総合交

通戦略 
 墨⽥区地域公共交通計画 
 墨⽥区交通バリアフリー道路

特定事業計画 
 墨⽥区公共施設等総合管理計画 

      など 

整合・連携 

墨⽥区基本計画 

墨⽥区気候変動適応計画 

反映 

すみだ環境基本条例 
策定根拠 

 墨⽥区地球温暖化対策実⾏計画（区事務事業編） 
 墨⽥区⼀般廃棄物処理基本計画 
 墨⽥区緑の基本計画・墨⽥区⽣物多様性地域戦略 
 墨⽥区⾷品ロス削減推進計画 

（１）プランの位置付け 

* 

* 
* 

* 

* 
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本プランでは、①脱炭素社会*、②⽣活環境保全、③⾃然共⽣社会*、④循環型社会、⑤環境活

動の5つを対象として、⾝近な環境問題から、気候変動等の地球規模の環境問題までを総合的に
捉え、施策を講じていきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本プランの期間は、令和８ （2026）年度から令和17 （2035）年度までの10年間とします。な
お、社会状況の変化等に応じ、おおむね５年を⽬途に中間⾒直しを⾏います。 

すみだ環境の共創プランの期間 

（３）プランの期間 

年度 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

第三次すみだ環境の共創プラン

）

墨⽥区基本構想・基本計画

墨⽥区地球温暖化対策実⾏計画
〈区事務事業編〉第6次計画

）墨⽥区地球温暖化対策実⾏計画
〈区事務事業編〉第7次計画

計画開始 ⽬標年度

）第四次墨⽥区⼀般廃棄物処理基本計画 ）第五次墨⽥区⼀般廃棄物処理基本計画

）第⼆次墨⽥区緑の基本計画・
墨⽥区⽣物多様性地域戦略

）第⼆次墨⽥区緑の基本計画・
墨⽥区⽣物多様性地域戦略（中間⾒直し）

（２）プランの対象 

すみだ環境の共創プランの対象 

脱炭素化 
の分野 

⾃然共⽣ 
の分野 

資源循環 
の分野 

省エネ、再エネ、 
まちの脱炭素化 等 

環境活動の分野 

⾃然・⽔辺、 
まちなかのみどり、 

⽣物多様性 等 

2R、資源循環、 
循環経済 等 

環境教育・環境学習、 
協働による環境活動 等 

⽣活環境保全 
の分野 

気候変動への適応、 
⼤気・騒⾳・振動、 
まちの美化・景観 等 


